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一 


国
会
審
議
の
活
性
化
の
た
め
の
国
会
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 


新
旧
対
照
表 


○
国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
（
第
一
条
関
係
） 


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 


改 


正 


案 


現 
 


 


行 


  
 


 


第
七
章 


国
務
大
臣
等
の
出
席
等 


第
六
十
九
条 


内
閣
官
房
副
長
官
、
副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
は
、
内
閣
総
理


大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
を
補
佐
す
る
た
め
、
議
院
の
会
議
又
は
委
員
会
に


出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


② 


内
閣
は
、
国
会
に
お
い
て
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
を
補
佐
す


る
た
め
、
両
議
院
の
議
長
の
承
認
を
得
て
、
人
事
院
総
裁
、
公
正
取
引
委
員


会
委
員
長
及
び
公
害
等
調
整
委
員
会
委
員
長
を
政
府
特
別
補
佐
人
と
し
て
議


院
の
会
議
又
は
委
員
会
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 


  


  
 


 


第
七
章 


国
務
大
臣
等
の
出
席
等 


第
六
十
九
条 


内
閣
官
房
副
長
官
、
副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
は
、
内
閣
総
理


大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
を
補
佐
す
る
た
め
、
議
院
の
会
議
又
は
委
員
会
に


出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


② 


内
閣
は
、
国
会
に
お
い
て
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
を
補
佐
す


る
た
め
、
両
議
院
の
議
長
の
承
認
を
得
て
、
人
事
院
総
裁
、
内
閣
法
制
局
長


官
、
公
正
取
引
委
員
会
委
員
長
及
び
公
害
等
調
整
委
員
会
委
員
長
を
政
府
特


別
補
佐
人
と
し
て
議
院
の
会
議
又
は
委
員
会
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き


る
。 


 


 
 


  







  


二 


○
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
第
二
条
関
係
） 


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 


改 


正 


案 


現 
 


 


行 


  


（
副
大
臣
） 


第
十
三
条 


内
閣
府
に
、
副
大
臣
五
人
を
置
く
。 


２
～
５ 


〔
略
〕 


  


（
大
臣
政
務
官
） 


第
十
四
条 


内
閣
府
に
、
大
臣
政
務
官
九
人
を
置
く
。 


２
～
５ 


〔
略
〕 


 


  


（
副
大
臣
） 


第
十
三
条 


内
閣
府
に
、
副
大
臣
三
人
を
置
く
。 


２
～
５ 


〔
同
上
〕 


  


（
大
臣
政
務
官
） 


第
十
四
条 


内
閣
府
に
、
大
臣
政
務
官
三
人
を
置
く
。 


２
～
５ 


〔
同
上
〕 


 


 
 


  







 


三 


○
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
第
三
条
関
係
） 


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 


改 


正 


案 


現 
 


 


行 


  


（
大
臣
政
務
官
） 


第
十
七
条 


各
省
に
大
臣
政
務
官
を
置
く
。 


２ 


大
臣
政
務
官
の
定
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
三
の
大
臣
政
務
官
の
定
数
の


欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 


３
～
６ 


〔
略
〕 


 


別
表
第
三
（
第
十
六
条
、
第
十
七
条
関
係
） 


 


省 


副
大
臣
の
定
数 


大
臣
政
務
官
の
定
数 


 


 


総 


務 


省


二
人


三
人 


 


法 


務 


省


一
人


二
人 


 


外 


務 


省


二
人


三
人 


 


財 


務 


省


二
人


二
人 


 


文
部
科
学
省


二
人


二
人 


 


厚
生
労
働
省


二
人


三
人 


 


農
林
水
産
省


二
人


二
人 


 


経
済
産
業
省


二
人


二
人 


 


国
土
交
通
省


二
人


四
人 


 


環 


境 


省


一
人


二
人 


 


防 


衛 


省


一
人


二
人 


 


  


（


大


臣


政


務


官


）


 


第


十


七


条


 


各


省


に


大


臣


政


務


官


を


置


く


。


 


２


 


大


臣


政


務


官


の


定


数


は


、


そ


れ


ぞ


れ


別


表


第


三


の


大


臣


政


務


官


の


定


数


の


欄


に


定


め


る


と


こ


ろ


に


よ


る


。


 


３


～


６


 


〔


同


上


〕


 


 


別


表


第


三


（


第


十


六


条


、


第


十


七


条


関


係


）


 


 


省


 


副


大


臣


の


定


数


 


大


臣


政


務


官


の


定


数


 
 


 


総


 


務


 


省


〔


同


上


〕


〔


同


上


〕


 


 


法


 


務


 


省


〔


同


上


〕


一


人


 


 


外


 


務


 


省


〔


同


上


〕


〔


同


上


〕


 


 


財


 


務


 


省


〔


同


上


〕


〔


同


上


〕


 


 


文


部


科


学


省


〔


同


上


〕


〔


同


上


〕


 


 


厚


生


労


働


省


〔


同


上


〕


二


人


 


 


農


林


水


産


省


〔


同


上


〕


〔


同


上


〕


 


 


経


済


産


業


省


〔


同


上


〕


〔


同


上


〕


 


 


国


土


交


通


省


〔


同


上


〕


三


人


 


 


環


 


境


 


省


〔


同


上


〕


一


人


 


 


防


 


衛


 


省


〔


同


上


〕


〔


同


上


〕


 


 


 
 


 








 
 


一


 
 
 


国
会
審
議
の
活
性
化
の
た
め
の
国
会
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 


 


（
国
会
法
の
一
部
改
正
） 


第
一
条 
国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 


 
 


第
六
十
九
条
第
二
項
中
「
、
内
閣
法
制
局
長
官
」
を
削
る
。 


 


（
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
） 


第
二
条 


内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 


 
 


第
十
三
条
第
一
項
中
「
三
人
」
を
「
五
人
」
に
改
め
る
。 


 
 


第
十
四
条
第
一
項
中
「
三
人
」
を
「
九
人
」
に
改
め
る
。 


 


（
国
家
行
政
組
織
法
の
一
部
改
正
） 


第
三
条 


国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 


 
 


別
表
第
三
法
務
省
の
項
大
臣
政
務
官
の
定
数
の
欄
中
「
一
人
」
を
「
二
人
」
に
改
め
、
同
表
厚
生
労
働
省
の
項
大
臣
政
務


官
の
定
数
の
欄
中
「
二
人
」
を
「
三
人
」
に
改
め
、
同
表
国
土
交
通
省
の
項
大
臣
政
務
官
の
定
数
の
欄
中
「
三
人
」
を
「
四


人
」
に
改
め
、
同
表
環
境
省
の
項
大
臣
政
務
官
の
定
数
の
欄
中
「
一
人
」
を
「
二
人
」
に
改
め
る
。 







 


二


 
 
 


附 


則 


 


こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。







 
 


三


 
 
 
 


 


理 


由 


 


国
会
審
議
の
活
性
化
の
た
め
、
政
府
特
別
補
佐
人
か
ら
内
閣
法
制
局
長
官
を
除
く
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律


案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 








 
 


 
 
 


国
会
審
議
の
活
性
化
の
た
め
の
国
会
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 


第
一 
国
会
法
の
一
部
改
正
（
第
一
条
関
係
） 


 
 


政
府
特
別
補
佐
人
か
ら
内
閣
法
制
局
長
官
を
除
く
こ
と
。 
 


 
 


 
 


 
 


 


（
国
会
法
第
六
十
九
条
第
二
項
関
係
） 


第
二 


内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
（
第
二
条
関
係
） 


 
 


内
閣
府
に
置
か
れ
る
副
大
臣
の
定
数
を
二
人
、
大
臣
政
務
官
の
定
数
を
六
人
増
員
す
る
こ
と
。 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


（
内
閣
府
設
置
法
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
十
四
条
第
一
項
関
係
） 


第
三 


国
家
行
政
組
織
法
の
一
部
改
正
（
第
三
条
関
係
） 


 
 


法
務
省
、
厚
生
労
働
省
、
国
土
交
通
省
及
び
環
境
省
に
置
か
れ
る
大
臣
政
務
官
の
定
数
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人
増
員
す
る
こ


と
。 


 
 
 
 
 


 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
 


（
国
家
行
政
組
織
法
別
表
第
三
関
係
） 


第
四 


施
行
期
日
（
附
則
関
係
） 


 
 


こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 


 





